
第47号議案

（総　則）

平成26年度豊後大野市上水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)

(2)

(3)

(4)

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款

第１款

戸

m3

m3

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

平成26年度 豊後大野市上水道特別会計予算

第１条

第２条

第３条

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失 2,265

第４項

水 道 事 業 費 用

千円

千円

給 水 戸 数

年 間 総 配 水 量

１ 日 平 均 配 水 量

イ

ロ

第２項

第３項

5,710

1,699,000

4,654

28,151

1,584,795

ハ

第２項

営 業 収 益

2

221,356

254,090

11,077

26,865

主 要 な 建 設 改 良 事 業

一 般 建 設 改 良 事 業

浄 水 場 建 設 工 事

第１項

水 道 事 業 収 益

187,226

営 業 外 収 益

新 規 水 源 関 連 工 事 34,400

特 別 利 益

第３項

5,000

　　　収　　　　　　　入

　　　支　　　　　　　出

予 備 費

265,169

第１項

千円

千円
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（資本的収入及び支出）

 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額181,336千円は、

過年度分損益勘定留保資金31,262千円、当年度分損益勘定留保資金62,990千円、建設改良積立金87,084千円で補てんするもの

　　

第１款

第１款

 (企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

償還の方法利　　率

1,737,839

1,693,275

千円

千円

千円

水道事業事業債

起債の目的

1,552,000

千円

千円

千円

限 度 額 起債の方法

証書借入 　５．０％以内
（ただし、利率の見直し方式により借り
入れる政府資金、地方公共団体金融機構
資金及び民間資金について、利率の見直
しを行った後においては、当該見直し後
の利率）

　政府資金、地方公共団体金融機構資金
については、その融資条件により、銀行
その他の場合には、その債権者と協定す
るものによる。ただし、上水道事業経営
の都合により据置期間及び償還期限を短
縮し、または繰上償還もしくは低利に借
換することができる。

1,556,503

1,552,000

4,201

301

1

第２項 企 業 債 償 還 金

第３項 予 備 費

第１項 建 設 改 良 費

第４条

第４項 固 定 資 産 売 却 代 金

　　　収　　　　　　　入

第１項 企 業 債

第２項 出 資 金

第３項

39,564

5,000

第5条

工 事 負 担 金

資 本 的 収 入

　　　支　　　　　　　出

資 本 的 支 出

とする。）



（一時借入金）

一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)

(2)

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

(1)

（他会計からの補助金）

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，次のとおりである。

(1) 統合前簡易水道事業に係る企業債利息

(2) 児童手当

（たな卸資産購入限度額）

たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

平成26年2月28日　提出

　　豊後大野市長　　橋 　本  　祐 　輔

千円1,499

千円430

千円

営 業 費 用

営 業 外 費 用

職 員 給 与 費 39,720

第6条

第9条

第7条

第8条

第10条
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